
 

日高市通訳・翻訳ボランティア制度実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市の国際化を推進し、外国籍市民等の生活を支援するため、通訳又は翻訳に

協力する者（以下「通訳・翻訳ボランティア」という。）の登録及び派遣の実施に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（活動内容） 

第２条 通訳・翻訳ボランティアは、市の依頼に基づき、次に掲げる活動を行うものとする。 

(１) 市の窓口、教育施設等で行う通訳又は翻訳に関すること。 

(２) 市の国際交流事業等で行う通訳又は翻訳に関すること。 

(３) 災害時に行う通訳又は翻訳に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。 

（要件） 

第３条 通訳・翻訳ボランティアは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

(１) 満18歳以上であること。 

(２) 日本語から外国語及び外国語から日本語への通訳又は翻訳が支障なくできること。 

(３) 日本の国籍を有しない場合は、在留資格を有していること。 

(４) 本制度の内容について理解していること。 

（登録方法） 

第４条 通訳・翻訳ボランティアに登録を希望する者は、日高市通訳・翻訳ボランティア登録・変

更申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、日

高市通訳・翻訳ボランティア登録名簿（様式第２号）に登録するものとする。 

（登録期間） 

第５条 日高市通訳・翻訳ボランティア登録名簿に登録された者（以下「登録者」という。）の登

録期間は、登録した日から２年を経過した日の属する年度の末日までとする。 

２ 市長は、登録者に対し、前項の登録期間の末日の１か月前までに登録更新について通知するも

のとする。 

（登録内容の変更） 

第６条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに日高市通訳・翻訳ボランティア登録・

変更申請書を市長に提出するものとする。 



 

（登録の取消し） 

第７条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 

(１) 登録者から辞退の申出があったとき。 

(２) 長期間にわたり理由なく連絡が取れないなど、今後の活動が不可能になったとき。 

(３) 登録者が死亡したとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が通訳・翻訳ボランティアとして不適格と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該登録者を日高市通訳・翻訳ボランテ

ィア登録名簿から削除する。 

（派遣依頼申込） 

第８条 通訳・翻訳ボランティアの派遣を希望する課等の長（以下「所管課長」という。）は、日

高市通訳・翻訳ボランティア派遣依頼申込書（様式第３号）を総務課長に提出するものとする。 

（依頼） 

第９条 総務課長は、前条の規定による依頼申込があったときは、当該申込書の内容を審査し、適

当と認める場合には、日高市通訳・翻訳ボランティア登録名簿から適当と認める者に対し、登録

者の承諾を得て通訳又は翻訳を依頼する。 

２ 前項の規定により依頼を受けた登録者は、当該依頼に基づき活動を行うものとする。 

（報告） 

第10条 所管課長は、通訳・翻訳ボランティア派遣終了後速やかに、所定の様式で報告書を総務課

長に提出するものとする。 

（謝金） 

第11条 通訳・翻訳ボランティアへの謝金は、１回当たり1,500円とする。ただし、協議により、所

管課長が謝金を別途定め、支給する場合は、この限りでない。 

（秘密の保持） 

第12条 市長は、通訳・翻訳ボランティアの登録に当たっては、登録者から守秘義務に関する同意

を得るものとする。 

（保険の加入） 

第13条 市長は、通訳・翻訳ボランティア派遣中に発生する事故等を補償するため、登録者を対象

にした傷害保険等への加入の措置を講じるものとする。 

（雑則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 



 

附 則 

この告示は、令和３年12月１日から施行する。 



 

様式第１号（第４条、第６条関係） 

 



 

様式第２号（第４条関係） 

 



 

様式第３号（第８条関係） 

 


